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砂防事業でオオキンケイギク駆除（特定外来種）

～雲仙復興事務所初！～

集積状況（枯死促進中）：現地で１週間ほど放置して種を枯らしたうえで市の焼却施設に持ち込み処分しました。
（集積場所に設置した看板は不法投棄と誤解されないためのものと、近隣住民へのオオキンケイギクに対する周
知をかねたものとしました）。今年度のオオキンケイギクの処分は、下流での駆除分を含めて２ｔトラックで合計３台、
１，０３０kgもありました。

作業前

作業完了：こんな少しの面積でも、根っ
こから丁寧に抜くのは大変でしたので、
作業員１０人ぐらいで１日かかりました。

今年、６月末～７月上旬にかけてオオキンケイギク（特定外来種）を駆除しました。

全国に分布しているオオキンケイギクですが、島原半島でも道路沿いの法面等で広範囲に

確認されており、雲仙復興事務所管内の中尾川・水無川においてもオオキンケイギクの生育が

確認されたため、今年度、雲仙復興事務所として初めて駆除を実施しました
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作業状況注意事項!!

放牧：牛の力で維持管理する
実証実験を行っています。

作業する前に、ビラを良く読んで下さい。
根っこの白い毛からも再生するうえ、開花時宜がずれるので
やっかいです。出来るだけ、根っこは切らないように作業範囲
を増やすより確実に上流から駆除して行きましょう！

職員

６月２５日の所内研
究発表会において、
事務所職員に「オオ
キンケイギク」につい
て理解して頂くため
専門員より発表し周
知しました。

まずは、職員教育!!

占用区域については、関係者との協議を進めます！

いっぱい咲いて

いるモー
占用

【今後について】
今回は、水無川の一部（国単独で出来る分）のみ駆除しましたが、来年度は下流の導流堤区間の占用許可
区域についても占用者と協議して駆除範囲を増やして行く予定です。
また、砂防指定地のみを駆除しても、下流水無川本川（県管理区間）や水無川に隣接した公園等でも広範囲
でオオキンケイギクの生息確認をしているので、駆除後にまた繁殖が拡大しないようにするためにも、関係
機関等との協議を行い、一般住民への周知も含めた島原半島全体の駆除へ尽力したいと考えています。

オオキンケイギク駆除
に先立ち記者発表した
ところ新聞２紙に掲載
して頂けました。掲載
後、１人の住民の方よ
り近くに咲いているの
はオオキンケイギクか
との問い合わせが有り
ましたので、新聞掲載
されたことにより不特
定多数の方に広く知っ
ていただけたと考えて
います。

平成２６年６月１０日

記者発表
http://www.qsr.mlit.go.jp/unzen/pr
ess/2014/140610ookinkeigiku.pdf
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